売　却　決　定　後　の　手　続　き

見積書提出期限後、当センター担当者より買受人と決定した方へメールもしくはＦＡＸ（以下「メール等」という。）により、結果を連絡致します。その後、次の手順に従って、代金の支払いなどをして頂き、物品の引渡しを受けて下さい。

１　必要書類のお受け取り
当センターより、「物品売買契約書」２部・「納入通知書」を郵送致します。到着しましたら、内容をご確認下さい。

２　必要書類のご提出
「物品売買契約書」２部に必要事項をご記載、押印の上、下記まで郵送（郵送料は買受人の負担）もしくはご持参下さい。なおセンターの開庁時間は平日８：３０～１７：１５となっております。

必要書類送付先
	郵便番号
	所在地
	あて名
	電話番号

	755-0195
	山口県宇部市あすとぴあ4-1-1
	地方独立行政法人
山口県産業技術センター
総務・人事グループ
	0836-53-5050




３　売払い代金の納付
(１)「納入通知書」に、①納付金額、②納付期限、③振込先口座を記載しておりますので、期限までに銀行振込をお願い致します。

(２)センター窓口において、代金を現金でお支払い頂くことも可能です。その場合、納付期限の１６時までにお越し下さい。

　(３)売払代金は一括で納付して下さい。納付期限までに当センターが売払代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなります。

４　物品の引渡し
(1) 必要書類のご提出、代金の納付が確認できましたら、当センターよりメール等で連絡致しますので、折り返し、引取りのため来所される日時等をお知らせ下さい。
なお、宅配等を希望される場合は着払いとなり、受領書を同封しますので、記名、押印の上、返送してください。

　(２)引取り当日は、物品売買契約書、社員証（個人の場合は、社員証に代えて運転免許証などご本人であることを確認できる身分証）及び認印(※)をご持参下さい。持参されず、買受人ご本人(またはその従業員)と確認できない場合は、引渡しをお断りすることがあります。
　　　　※受領書に押印して頂きます。

　(３)やむ得ない理由により、買受人ご本人(またはその従業員)以外の方が引取りをされる場合は、事前にご相談下さい。
